
サービス利用料金表（地域密着型通所介護） 
 

要介護の方 
 

利 用 料 金  下記の（１）と（２）の合計額 

【Ａ表】要介護度別による利用料金   （１割負担の場合） 

要介護度 
１日あたりの利用料金 １日あたりの自己負担額 

(厚生労働省で定める額) (左記金額の１割) 

 ※３時間以上４時間未満     

要 介 護 １ ４，１６０円 ４１６円 

要 介 護 ２ ４，７８０円 ４７８円 

要 介 護 ３ ５，４００円 ５４０円 

要 介 護 ４ ６，０００円 ６００円 

要 介 護 ５ ６，６３０円 ６６３円 

 ※４時間以上５時間未満     

要 介 護 １ ４，３６０円 ４３６円 

要 介 護 ２ ５，０１０円 ５０１円 

要 介 護 ３ ５，６６０円 ５６６円 

要 介 護 ４ ６，２９０円 ６２９円 

要 介 護 ５ ６，９５０円 ６９５円 

 ※５時間以上６時間未満     

要 介 護 １ ６，５７０円 ６５７円 

要 介 護 ２ ７，７６０円 ７７６円 

要 介 護 ３ ８，９６０円 ８９６円 

要 介 護 ４ １０，１３０円 １，０１３円 

要 介 護 ５ １１，３４０円 １，１３４円 

 ※６時間以上７時間未満     

要 介 護 １ ６，７８０円 ６７８円 

要 介 護 ２ ８，０１０円 ８０１円 

要 介 護 ３ ９，２５０円 ９２５円 

要 介 護 ４ １０，４９０円 １，０４９円 

要 介 護 ５ １１，７２０ 円 １，１７２円 

 ※７時間以上８時間未満     

要 介 護 １ ７，５３０円 ７５３円 

要 介 護 ２ ８，９００円 ８９０円 

要 介 護 ３ １０，３２０円 １，０３２円 

要 介 護 ４ １１，７２０円 １，１７２円 

要 介 護 ５ １３，１２０円 １，３１２円 

※利用料金には、送迎料金が含まれます。（利用者負担割合に応じた金額をお支払い頂きます。） 

 
 
【Ｂ表】：その他の利用料金 
 

区    分 
利 用 料 金 

（厚生労働省で定める額） 
自 己 負 担 額 

 通所介護入浴介助加算 ４００ 円／日    ４０ 円／日 

 通所介護個別機能訓練加算Ⅰイ ５６０円／日   ５６ 円／日 

 通所介護個別機能訓練加算Ⅱ ２００円／月   ２０ 円／月 

 科学的介護推進体制加算 ４００円／月   ４０ 円／月 

  同一建物による減算 ▲９４０ 円／日 ▲９４  円／日 

 通所介護送迎減算 ▲４７０ 円／片道 ▲４７  円／片道 

 介護職員等処遇改善加算Ⅱ 所定額（利用料金と加算減算料金の合計）の９％ 



 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス費用で、利用料金の金額が契約者の負担となるもの 

食事の提供する費用

費  

 ５００円／日 

 教 養 娯 楽 費 （レクリエーションやクラブでの材料費） 

実 費 相 当 額 

実費相当額 

 複 写 物 の 交 付   １０円／枚 

日 用 品 費 （おむつ代 他）  実費相当額 

通 信 費 

 

 

 

 

館 外 活 動 

 

 固定電話→固定電話 市内 

          〃          市外(松山・西条・新居浜以内) 

     〃     それ以外 

 固定電話→携帯電話 

 

１０円／３分 

２０円／３分 

３０円／３分 

４０円／１分 

 館 外 活 動 （ガソリン代・通行料・入園料 他） 実費相当額 

 

注意：利用者が、要介護認定を受けていない場合や居宅サービス計画（ケアプラン）が作成されていない場合に
は、サービス利用料金をいったん全額お支払いいただきます。その際に「サービス提供証明書」を交付し
ますので、後日市町村から自己負担分を除く差額の払い戻しを受けて下さい。 

 
社会福祉法人 陽成会 
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要支援の方 

 
利 用 料 金  下記の（１）と（２）の合計額 

 

（１）介護保険の給付対象となるサービス費用 

【Ａ表】要介護度別による利用料金 

要 介 護 度  
１月あたりの利用料金 １月あたりの自己負担額 

(厚生労働省で定める額) (左記金額の１割) 

要 支 援 １ 

月５回以上 １７，９８０円／月 １，７９８円／月 

月４回まで ４，３６０円／回 ４３６円／回 

同一建物で月４回まで ３，４２０円／回 ３４２円／回 

要 支 援 ２ 

月９回以上 ３６，２１０円／月 ３，６２１円／月 

月８回まで ４，４７０円／回 ４４７円／回 

同一建物で月８回まで ３，５３０円／回 ３５３円／回 

   ※利用料金には、送迎料金が含まれます。 

  【Ｂ表】その他の利用料金 

 
区     分 利 用 料 金 

（厚生労働省で定める額） 
自 己 負 担 額 

 

 

同一建物による減算 

（月５回以上または９回以上の場合のみ） 

要支援１ ▲３，７６０円/月 

要支援２ ▲７，５２０円/月 

 ３７６ 円／月 

７５２ 円／月 

科学的介護推進体制加算 ４０円／月 

介護職員処遇改善加算Ⅱ 所定額（利用料金と加算減算料金の合計）の９％ 

 

 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス費用で、利用料金の金額が契約者の負担となるもの 

食事の提供する費用

費  

 ５００円／日 

 教 養 娯 楽 費 （レクリエーションやクラブでの材料費） 

実 費 相 当 額 

実費相当額 

 複 写 物 の 交 付   １０円／枚 

日 用 品 費 （おむつ代 他）  実費相当額 

通 信 費 

 

 

 

 

館 外 活 動 

 

 固定電話→固定電話 市内 

          〃          市外(松山・西条・新居浜以内) 

     〃     それ以外 

 固定電話→携帯電話 

 

１０円／３分 

２０円／３分 

３０円／３分 

４０円／１分 

 館 外 活 動 （ガソリン代・通行料・入園料 他） 実費相当額 

 

注意：利用者が、要介護認定を受けていない場合や居宅サービス計画（ケアプラン）が作成されていない場合に
は、サービス利用料金をいったん全額お支払いいただきます。その際に「サービス提供証明書」を交付し
ますので、後日市町村から自己負担分を除く差額の払い戻しを受けて下さい。 

 

 
社会福祉法人 陽成会 
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